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両総土地改良区（以下「土地改良区」という。）は、香取市周辺の利根川右岸地域の排水改良と九

十九里地域の用水供給を目的として実施された国営両総土地改良事業及び国営附帯県営事業を推

進するとともに、完成後の施設の管理・運用を行う組織として昭和 27 年度に設立された。 

その後、老朽化した国営造成施設を更新整備するため、平成 5年度から国営両総農業水利事業（以

下「国営 2期事業」という。）が行われ、21 年の歳月と総事業費 1,070 億円の巨費を投じて平成 26

年度に完成したが、その更新施設の中にも造成後 20 年以上が経過し、補修・修繕等の経費が増加

すするとともに、平成 23 年に発生した東日本大震災を契機とした電気料金の高騰も相まって維持

管理費が増大し土地改良区の経営を圧迫している。さらに、組合員の高齢化、離農や不在地主の増

加、営農状況の変化による水利用の多様化など、新たな課題が顕在化している。 

 一方、土地改良区には土地改良施設の管理組織の役割に加え、農村社会の弱体化に伴う農村のも

つ多面的機能の維持や、担い手への農地の集積・集約などの土地利用調整などを担う組織としても

期待されている。 

 

 

 

このような状況を踏まえて、両総用水管内の農業を将来にわたり維持・発展させ組合員農家が安

心して営農が継続できるようにするため、土地改良区は、地域の基幹施設である農業水利施設の更

新や基盤整備の推進により、農村社会の振興・発展に貢献するものとする。 

具体的には、次の国営造成施設の更新整備をおおよそ 30 年後と想定し、それまでに受益地の大

宗の区域で基盤整備事業などを完了させることを念頭に、今後 10 年間で、土地改良区が直面して

いる諸課題を解決し、次のステップに移行できるよう財政運営、組織運営、更新事業、維持管理、

社会貢献などに関する土地改良区運営のよりどころとなる「両総土地改良区１０年計画（両総リフ

レッシュ計画）」を策定する。 

 

 

 

令和 4年度 ～ 令和 13 年度 

※年度ごとの実施計画を作成し、小委員会を設け内容の検証及び見直しを必要に応じて行う。 

 

 

 １ 地区内農業の現状 

・地区内の農家は、水田中心の小規模・兼業農家が主体で平均年齢は約７０歳で、概ね後継

者がいないため農業機械の更新時や相続を契機に近隣の農家や地域の担い手に貸し付け、廃

業するケースが増えている。 

R2 組合員平均年齢 69.8 歳 

Ⅰ 計画策定の背景 

Ⅱ 目 的 

Ⅲ 計画期間 

Ⅳ 本地区の情勢 
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